 ひな形はあくまでも参考です。各園の状況に応じて適宜追記・修正してください。


乳児等通園支援事業
[bookmark: _GoBack]（こども誰でも通園制度）
【事業所名】　重要事項説明書



















【法人名】

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）重要事項説明書ひな形


乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）
【事業所名】　重要事項説明書
令和●年●月●日現在

[bookmark: _Hlk168417909]１　事業の目的及び運営の方針
（１）運営主体
	名称
	

	所在地
	

	連絡先
	TEL

	代表者氏名
	



（２）事業所の概要
	種別
	乳児等通園支援事業（一般型、余裕活用型）

	名称
	

	所在地
	

	連絡先
	TEL
FAX

	管理者職氏名
	園長　●●●●

	対象児童
	０歳６か月～満３歳未満

	利用定員
	０歳　●名　　１歳　●名　　２歳　●名　　計　●名

	開設年月日
	令和●年●月●日

	その他事業
	（同一建物内）認可保育所、一時預かり事業
（隣接）地域子育て支援センター



（３）事業の目的・運営方針
	事業の目的
	乳児等通園支援を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用しているこどもが、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。

	運営方針
	《基本理念》



《保育目標・方針》








２　提供する乳児等通園支援の内容
（１）乳児等通園支援の内容
児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針等に基づき、子どもの心身の状況等に応じて、乳児等通園支援を提供します。

　《保育のスケジュール》
０歳児
9：00
順次登園・検温

あそび

睡眠
11：30
順次降園

１・２歳児
9：30
順次登園・検温

あそび
11：30
給食
12：00
順次降園






（２）食事の提供
・同法人が雇用する調理員の自園調理により提供します。
（弁当等の持参をする場合
・給食やおやつの提供はありませんので、ご自宅から持参してください。）
・厚生労働省のガイドラインに基づき、栄養管理やアレルギー対応を行っています。食物アレルギー等、体質に合わない食材があれば必ず事前にご相談ください。

３　職員の職種、員数及び職務の内容
	職種
	常勤
	非常勤
	職務の内容

	管理者
	１人
	
	

	保育士
	人
	人
	

	看護師
	人
	
	

	〇〇
	人
	人
	


※職員数は変動する場合がありますが、市が条例で定める保育の提供に必要な職員数以上の職員を常に配置しています。
※常勤・非常勤の内訳は，職員の異動に伴い変動する場合があります。
※ローテーションにより，各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。

４　乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日
	開園日時
	月曜日～金曜日　　　：　～　　　：
土曜日　　　　　　　：　～　　　：

	休園日
	・日曜日、祝日
・年末年始（１２月２９日～１月３日）


[bookmark: _Hlk168916165]※実際に乳児等通園支援を提供する日及び時間帯は，当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。
※非常災害その他急迫の事情があるときは、臨時に休園日とする場合があります。
※こども一人あたり月10時間まで（翌月への繰越不可）

５　利用者負担等
　　利用料　　　1時間当たり３００円
　　給食　　　　●●●円
　　おやつ　　　●●●円
　　超過料金　　市のキャンセルポリシーに従い、お迎えの遅れにより終了予定時刻を１５分以上超えて利用した場合は、１時間分の利用料に、0歳児1,700円、1,2歳児1,400円を加えた金額を１時間ごとに徴収する。
　　支払方法　　利用日当日に現金支払

６　利用開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
（１）基本的な留意事項
	総合支援システム
	利用者の基本情報の登録や、利用予約・変更・キャンセル、利用実績の確認などを総合支援システムで行います。

	利用開始について
	利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、こどもの特徴（家庭での過ごし方、離乳や食事・アレルギーの情報など）や保護者の意向等を把握します。
また、利用開始にあたり本説明書に記載した重要事項を説明し、利用乳幼児の保護者とその内容を確認し、同意を得ます。

	利用終了について
	以下のいずれかの状態となった時は利用が終了いたします。
①利用乳幼児の年齢が満３歳となったとき。
②保育所、認定こども園、地域型保育事業（家庭的保育事業、小規模保育事業・事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）、企業主導型保育施設の利用が決定したとき。
③その他利用の継続において重大な支障・困難が生じたとき。

	利用に当たっての留意事項
	①利用予約は、前月の３０日前から総合支援システム上で受け付けます。
②予約後に利用しないことが決まった場合は、必ず予約のキャンセルを行ってください。
③利用日前日の１５時以降にキャンセルした場合、またはキャンセルせずに利用しなかった場合、市が定めるキャンセルポリシーにより利用可能時間が消費されます。
（キャンセルした場合の利用料を徴収する場合
③利用日前日の１５時以降にキャンセルした場合、利用予約していた時間分の利用料を徴収します。）
④お迎えの遅れにより、利用終了時刻を１５分以上超えた場合、市が定めるキャンセルポリシーにより、１時間ごとに超過料金を徴収します。
⑤利用のキャンセルが頻繁に生じている方は、利用をお断わりする場合があります。
※事業所で独自にキャンセルポリシーを定める場合は、追記・修正すること。


（２）健康管理、病気のときの対応
①病気や体調の悪い場合は、利用をご遠慮ください。お子さんの状況や感染症により、利用をお断りする場合があります。
②登園後に、発熱やひどい咳、嘔吐、下痢等の症状がある場合には、全身の状態を観察しながら連絡をさせていただきます。
③お薬は原則としてお預かりしません。
④予防接種は機会を逃さず予定を立てながら受けるようにお願いします。また　接種後その旨をお知らせ下さい。

７　緊急時における対応
乳児等通園支援の提供中に体調の急変などがあった場合、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡し、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、保護者及び日野市に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
利用こどもに対する乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

【管轄する消防署】
	消防署名
	

	所在地
	

	電話番号
	



【管轄する警察署】
	警察署名
	

	所在地
	

	電話番号
	



８　非常災害時の対策
非常時災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。
非常時災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施しています。
	防火管理者
	

	消防計画届出年月日
	

	避難訓練
	

	防災設備
	



避難場所と指定避難所
	避難場所
（緊急的に避難する場所）
	第1避難場所：当園の駐車場
第2避難場所：●●公園

	指定避難所
	第1避難所：●●支所（地震）
第2避難所：●●体育館（洪水、地震）



９　賠償責任保険の加入状況（以下の保険に加入しています。）
	保険の種類
	

	保険の内容
	

	保険料
	（利用料に含める場合は「利用料に含む」等を記載）



１０　苦情相談窓口
要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
	相談・苦情受付担当者
	○○○〇（主任）
	TEL

	相談・苦情解決責任者
	○○○〇（園長）
	TEL

	第三者委員
	○○○〇
	TEL

	
	○○○〇
	TEL



（１）苦情の受付
苦情は、面接・電話・書面などにより受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出る事も出来ます。
（２）苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受付けた苦情は苦情解決責任者と第三者委員に報告します。第三者委員は苦情の内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
（３）苦情解決の話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立ち合いを求める事が出来ます。なお、第三者委員の立ち合いによる話し合いは、次により行います。
1 第三者委員による苦情内容の確認
2 第三者委員による解決案の調整・助言
　③話し合いの結果や改善事項等の確認

１１　虐待の防止のための措置について
（１）当園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止等のための次の措置を講じます。
　　①人権の擁護・虐待の防止に関する必要な体制の整備。
　　②職員による子どもに対する虐待等の行為の禁止。
　　③虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施。
　　④その他虐待防止のために必要な措置。
（２）虐待等の行為とは、児童福祉法第33条の10第1項各号に規定する行為をいう。
（３）乳児等通園支援中に当園の職員または保護者(こどもを現に養育する者を含む)による虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに児童虐待防止法に従い、日野市や児童相談所等の行政機関に通告します。

１２　個人情報の取り扱い
（１）乳児等通園支援の提供にあたって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法令等による必要な場合を除き、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。
（２）個人情報の取り扱いについて関係法令及び当法人の「個人情報保護規定」を遵守し、適切な取り扱いを行います。
個人情報窓口
個人情報に係る窓口を以下のとおり設置しています。
	個人情報相談窓口
	○○○〇（園長）
	

	個人情報統括責任者
	○○○〇（法人事務局長）
	TEL






当園は、乳児等通園支援の提供にあたり、利用申込者に対して、本書面に基づき運営規程の概要、従業者の勤務体制、乳児等通園支援の内容等重要事項を説明いたしました。

　　　年　　　月　　　日

事　業　者　　　　名　称　　

　　　　　　　　　　　　　　住　所　　

　　　　　　　　　　　　　　説明者　　職　名　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　        ㊞



私は、本書面により、●●●園が提供する乳児等通園支援の内容等重要事項の説明を受け、●●●園が提供する乳児等通園支援を利用することについて、同意いたします。

　　　年　　　月　　　日
　　　　　利用申込者(利用乳幼児の保護者)
　　　　　　　　　　　　　　 住　所 　
　
　　　　　　　　　　　　　　 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　    ㊞

　　　　　　　　　　　　　　 (利用乳幼児の氏名　　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　　　　　 (利用乳幼児との続柄：　　　　　　　　　)




